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リース事業者における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン 
 

2020 年 5 ⽉ 29 ⽇ 
公益社団法⼈リース事業協会 

１．はじめに 

本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針」（３
⽉ 28 ⽇。５⽉ 14 ⽇変更。以下「対処⽅針」という。）」1 において事業者及び関係団
体が新型コロナウイルス感染症対策専⾨家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況
分析・提⾔」（2020 年 5 ⽉ 4 ⽇。以下「提⾔」という。）2を参考に、業種ごとにガイ
ドラインを作成する等、⾃主的な感染防⽌のための取組みを進めることとされたことを
受け、提⾔に準拠し、会員会社が新型コロナウイルス感染予防対策を⾏う際の基本的事
項を整理したものである。 

当協会の会員会社3は、対処⽅針及び提⾔の趣旨・内容を⼗分に理解した上で、本ガ
イドラインに⽰された「感染防⽌のための基本的な考え⽅」と「会員会社が講じるべき
具体的な対策」等を参考として、会員会社のリース事業の形態・規模に応じて、新型コ
ロナウイルスの感染予防に取り組むよう努めるものとする4。 

本ガイドラインは、緊急事態宣⾔下はもとより、緊急事態宣⾔が終了した段階におい
ても、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが低減し、早期診断から重症化予防まで
の治療法の確⽴、ワクチンの開発等により、関係者の健康と安全・安⼼を⼗分に確保で
きる段階に⾄るまでの間の会員会社の事業活動において、感染拡⼤状況や社会情勢の変
化等を踏まえて⽤いられるべきものである。 

本ガイドラインの内容は、提⾔等を参考に作成したものであり、今後も、感染症の動
向や専⾨家の知⾒、対処⽅針の改定等を踏まえ、適宜、必要な⾒直しを⾏うものとする。 

２．感染防⽌のための基本的な考え⽅ 

 リース業界は企業・官公庁・各種団体等の設備投資に貢献するとともに、設備メーカ
ー等の設備類の販売促進に貢献する等、わが国の設備投資を活性化する重要な役割を担
っており、会員会社は、リース事業を継続することにより、その役割を担う必要がある。 

会員会社においては、多くの顧客等5がいることを踏まえ、⾃らの職場における感染
防⽌対策の取組みが、社会全体の感染症拡⼤防⽌に繋がることを認識した上で、対策に
係る体制を整備し、会員会社個々の職場の特性に応じた感染リスクの評価を⾏い、それ
に応じた対策を講ずるものとする。 

 
1 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0514.pdf 
2 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000629000.pdf 
3 会員会社の⼦会社（当協会の⾮会員会社）においても、ガイドラインに則した対応に努める

ことが期待される。海外現地法⼈は、現地の状況等に則して対応する。 
4 本ガイドラインは、会員会社のリース事業（これに関連する事業活動を含む。）を想定したガ

イドラインであるため、リース事業以外の事業活動を⾏っている会員会社は、その事業実態
等に応じて、本ガイドライン⼜は他業界のガイドラインを参考とすること。 

5 リース事業及びそれに関連する事業の顧客及び取引関係者等の外部関係者を意味する。 
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特に、従業員への感染拡⼤を防⽌するよう、通勤形態等への配慮、個々⼈の感染予防
策の徹底、職場環境の対策の充実を図るとともに、顧客等への感染防⽌に努めるものと
する。 

３．会員会社が講じるべき具体的な対策 

（１）感染予防対策の体制 

 経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防⽌のための対策の策定・変更に
ついて検討する体制を整える。 

 国・地⽅⾃治体・当協会等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情
報を常時収集する。 

（２）健康確保 

 従業員に対し、出勤前に、体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の
有無を確認させる。体調の思わしくない従業員には、各種休暇制度の取得を奨励
する。また、勤務中に体調が悪くなった従業員は、必要に応じ、直ちに帰宅させ、
⾃宅待機とする。 

 発熱等の症状により⾃宅で療養することとなった従業員は毎⽇、健康状態を確認
した上で、症状がなくなり、出社判断を⾏う際には、⼀般社団法⼈⽇本渡航医学
会・公益社団法⼈⽇本産業衛⽣学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対
策ガイドライン」（2020 年 5 ⽉ 11 ⽇）6等を参考にする。 症状に改善が⾒られ
ない場合は、医師や保健所への相談を指⽰する。 

 上記については、派遣労働者や請負労働者についても派遣事業者・請負事業者を
通じて同様の扱いとする。 

（３）通勤 

 テレワーク（在宅やサテライトオフィスでの勤務）、時差出勤、ローテーション
勤務（就労⽇や時間帯を複数に分けた勤務）、変形労働時間制等、様々な勤務形
態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図る。 

 ⾃家⽤⾞など公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、道路事情や駐⾞場
の整備状況を踏まえ、通勤災害の防⽌に留意しつつこれを承認することが考えら
れる。 

（４）勤務7 

①顧客等への訪問 

 公共交通機関のラッシュの時間帯を避ける等、⼈混みに近づかないよう努める。 

 
6 https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0511koukai.pdf 
7 リース事業において、リース事業者の従業員が顧客等を訪問することが多く、顧客等の従業

員がリース事業者の事業所を訪問することは少ない。また、不特定多数の者がリース事業者
の事業所を訪問することはない。 
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 顧客等へ訪問する等、外出先で顧客と接する場合においては、⼀定の距離を確保
する、マスクを着⽤する等の対応を⾏う 。 

 出張は、地域の感染状況に注意し、不急の場合は⾒合わせる。 

 外出時や出張時には⾯会相⼿や時間、経路、訪問場所等を記録に残す。 

 対⾯の社外の会議やイベント等について、参加の必要性をよく検討した上で、参
加する場合は、参加⼈数を最少⼈数とし、マスクを着⽤する。 

②事業所内 

 従業員が、できる限り２メートル（座席配置等は最低１メートル以上を⽬安）の
距離を保てるよう、⼈員配置について最⼤限の⾒直しを⾏う。 

 ⾶沫感染防⽌のため、座席配置等は広々と設置する（例︓対⾯とする場合は仕切
りを設置する、可能な限り対⾓にする、横並びにする等⼯夫する。）。 

 従業員に対し、勤務中のマスク着⽤を促すとともに、定期的な⼿洗いを徹底する。 

 建物全体や個別の作業スペースの換気に努める。 

 他⼈と共⽤する物品や⼿が頻回に触れる箇所を⼯夫して最低限にする。 

 会議は可能な限りオンラインで⾏うことも検討する。会議を対⾯で⾏う場合、マ
スクを着⽤し、換気に留意する。また、椅⼦を減らしたり、机等に印をつけたり
する等、近距離や対⾯に座らないように⼯夫する。 

 リース終了物件の返還ヤードを運⽤している会員会社においては、以下に留意す
る。 

 当該ヤードの従業員が、可能な限り、２メートル（最低 1 メートル）を⽬
安に、⼀定の距離を保てるよう、作業空間と⼈員配置について最⼤限の⾒
直しを⾏う。 

 従業員に対し、勤務中のマスク、⼿袋等の装着を促す。特に、複数名によ
る共同作業等近距離、接触が不可避な作業⼯程では、これを徹底すること
に努める。 

 ロッカーを分ける等により、混雑や接触を可能な限り抑制する。 

 リース終了物件に新型コロナウイルスが付着している可能性が疑われる
場合は、返還ヤードへの搬⼊から作業終了までの過程において、従業員の
感染予防対策を徹底する。 

③その他 

 テレワークを⾏うにあたっては、厚⽣労働省のガイドライン8等を参照し、労働
時間の適正な把握や作業環境整備等に配慮する。 

 
8 https://www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdf 
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 採⽤説明会や⾯接等については、上記②事業所内に準じて参加者の感染予防に⼗
分配慮するとともに、オンラインでの実施も検討する。 

 イベント、セミナー、講演会等は、可能な限りオンラインで⾏うことも検討する。 

（５）休憩・休息スペース 

 共有する物品（テーブル、 椅⼦等）は、定期的に消毒する。 

 使⽤する際は、⼊退室の前後の⼿洗いを徹底する。 

 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、できる限り２メートル（最低 1 メート
ル）を⽬安に距離を確保するよう努め、⼀定数以上が同時に休憩スペースに⼊ら
ないよう、休憩スペースの追設や休憩時間をずらす等の⼯夫を⾏う。 

 特に屋内休憩スペースについては、スペース確保や、常時換気を⾏う等３つの密
（「密閉」、「密集」、「密接」）を防ぐことを徹底する。 

 ⾷堂等で飲⾷する場合は、時間をずらす、椅⼦を間引く等により、できる限り２
メートル（最低 1 メートル）を⽬安に距離を確保するよう努める。対⾯で座らな
いように配慮する。 

（６）トイレ 

 共通のタオルの利⽤の禁⽌やハンドドライヤーの利⽤を控える等の適切な管理
を徹底する。 

 トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚物を流すよう表⽰する。 

（７）設備・器具 

 ドアノブ、電気のスイッチ、ゴミ箱、電話、共有のテーブル・椅⼦等の共有する
設備・器具については、消毒等の衛⽣管理を⾏う。 

 適切なゴミの管理・処理に努める。 

（８）事業所内への⽴ち⼊り 

 顧客等の⽴ち⼊りについては、必要性を含め検討し、⽴ち⼊りを認める場合は、
当該者に対して、従業員に準じた感染防⽌対策を求める。 

 このため、あらかじめ、これらの外部関係者が所属する企業等に、職場内での感
染防⽌対策の内容を説明する等により、理解を促す。 

（９）従業員に対する感染防⽌策の啓発等 

 従業員に対し、感染防⽌対策の重要性を理解させ、⽇常⽣活を含む⾏動変容を促
す。このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策専⾨家会議が発表してい
る「⼈との接触を８割減らす 10 のポイント」9や「『新しい⽣活様式』の実践例」

 
9 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html 
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10を周知する等の取り組みを⾏う。 

 公共交通機関や図書館等の公共施設を利⽤する従業員には、マスクの着⽤、咳エ
チケットの励⾏、⾞内等密閉空間での会話をしないこと等を徹底する。 

 患者、感染者、医療関係者、海外からの帰国者、その家族、児童等の⼈権に配慮
する。 

 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、職場内で差別さ
れること等がないよう、従業員に周知啓発し、円滑な職場復帰のための⼗分な配
慮を⾏う。 

 発熱や味覚・嗅覚障害といった新型コロナウイルス感染症にみられる症状以外の
症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、あるいは、濃厚接触の可能性が
ある場合、同居家族で感染した場合、各種休暇制度や在宅勤務の利⽤を奨励する。 

 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去 14 ⽇
以内に政府から⼊国制限されている、または⼊国後の観察期間を必要とされてい
る国・地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合、⾃宅待機とす
ること。 

（10）感染者が確認された場合の対応 

①従業員の感染が確認された場合 

 保健所、医療機関の指⽰に従う。 

 感染者の⾏動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所を消毒し、感染者と濃厚接触した
従業員に⾃宅待機させることを検討する。 

 感染者の⼈権に配慮し、個⼈名が特定されることがないよう留意する。なお、新
型コロナウイルス感染症の感染拡⼤防⽌を⽬的とした個⼈データについては、個
⼈情報保護に配慮し、適切に取り扱う11。 

 感染者が確認された場合の公表の有無・⽅法については、上記のように個⼈情報
保護に配慮しつつ、公衆衛⽣上の要請も踏まえ、実態に応じた検討を⾏うものと
する。 

②複数社が混在する借⽤ビル内で同居する他社の従業員で感染が確認された場合 

 保健所及び医療機関の指⽰に従うとともに、ビル貸主と連携して対応する。 

（11）その他 

 総括安全衛⽣管理者や安全衛⽣推進者と保健所との連絡体制を確⽴し、保健所の
聞き取り等に協⼒する。 

 
10 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 
11 個⼈情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤防⽌を⽬的とした個⼈データ 

の取扱いについて」https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200515_1.pdf 等を参照。 
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４．適⽤時期等 
 本ガイドラインは2020年5⽉29⽇から適⽤する。 

 本ガイドラインの改正は、理事会の決議を経て⾏うものとする。 
以上 


